[bookmark: _GoBack]協働体制協定書（参考例）



（目的）
第１条　当協働体は、指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業に係る、相談支援機能強化体制加算要件のうち、複数の指定特定相談支援事業所等により一体的に運営管理を行うことを目的とする。


（名称）
第２条　当協働体は、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
の事業所協働体（以下「協働体」という）と称する。


（構成員の所在地及び名称と事業所番号及び事業所名）
第３条　協働体の構成員は、次のとおりとする。
　所　在　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　法　人　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　事業所番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Hlk179285367]　代表・幹事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所　在　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　法　人　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　事業所番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　代表・幹事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所　在　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　法　人　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　事業所番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　代表・幹事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所　在　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　法　人　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　事業所番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　代表・幹事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


（成立の時期及び解散の時期）
第４条　協働体は、令和　　年　　月　　日に成立し、その存続期間は１年後の令和　　年　　月　　日までとする。
２　第１項の存続期間満了１カ月前までに、構成員のうちいずれかが他の構成員全員に協定の更新を拒絶する旨の書面による申し出が行われなかった場合は、協働体はさらに１年間更新されるものとする。


（幹事事業所及び代表者）
第５条　協働体の幹事事業所は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とする。
２　幹事事業所の代表を協働体の代表幹事とする。


（代表者の役割）
第６条　協働体の代表者は、本業務の実施に関し、福祉事務所長及び指定権者と折衝するものと
する。


（代表者の変更）
第７条　代表者が、代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代
えて、他構成員の承認により残存構成員のいずれかを代表者にすることができるものとする。


（運営委員会）
第８条　協働体は、構成員全員による運営委員会を設け、必要事項を決定する。
２　運営委員会は、次の会議を定期的に実施する。
（１）機能強化型サービス利用支援費に係る各要件を満たしているかについて、協定を締結した事業所間における確認会議を月１回。
（２）原則、全職員が参加するケース共有会議、事例検討会等を月２回以上。
（３）留意事項伝達会議を概ね週１回以上。
なお、（２）を開催した週については、（２）をもって（３）を開催したこととする。

（構成員の連帯責任）
第９条　構成員は、一体的な管理運営について連帯して責任を負うものとする。


（構成員の個別責任）
第１０条　構成員は、その分担に係る本業務の執行に関し、当該構成員の責めに帰すべき事由により利用者及び関係機関等に損害を与えた場合は、当該構成員がこれを負担するものとする。


（構成員の除名による無効及び解散に対する措置）
第１１条　協働体は、構成員のうちいずれかが期間中に、重要な義務の不履行その他除名し得る正当な理由が生じた場合は、除名した月末をもって解散するものとし、指定権者に速やかに変更届出書等を提出する。
２　前項の場合において、他の構成員全員の承認によって当該構成員を除名できるものとする。
３　除名した構成員に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。


（解散後の瑕疵担保責任）
第１２条　協働体が解散した後においても、当該業務につき瑕疵があった時は、第９条または第１０条を準用し、その責に任ずるものとする。


（個人情報の保護）
第１３条　協働体の構成員は、従業者と個人情報保護に関する契約を結ぶ。
２　従事者及び従事者であった者は、一体的な管理運営における業務及び業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報について、法令等を遵守し適正に取り扱うものとする。


（一体的な管理運営）
第１４条　協働体は、協働により確保する体制の内容や協働体制が維持されていることの確認方法として、すべての構成員の運営規程、重要事項説明書に一体的な管理運営を行っている旨を記載する。


（業務の分担）	
第１５条　協働体は、算定要件について具体的な業務内容の役割分担を特定の構成員に対して過
重な負担とならないよう、会議の進行及び議事録作成などに関して輪番制で実施する。
２.連絡
協働体制を確保する事業所間において、24時間連絡できる体制の役割分担について。
[bookmark: _Hlk175638428]24時間の連絡体制に関しては、基本、事業所ごとに担当者が携帯電話等により利用者及び家族や関係機関と常に連絡を取ることができる連絡体制を確保し、必要に応じて相談に応じるものとする。ただし、事業所での対応が困難な事情が生じた場合には、その他の事業所間で調整し連絡体制を確保する。

３.研修
相談事業所の新規に採用した相談支援専門員に対し、相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の同行による研修の役割分担について。
（１）一体的に管理運営を行う事業所のうち、現任研修を修了した相談支援専門員が配置されていない事業所に初任の従業者がいる場合、他の協働体事業所に配置された現任研修修了者から適切な指導を受けることができる
（２）一体的に管理を行う事業所は、相談支援専門員の資質向上のため県や圏域、市の主催する研修等への参加を推奨するとともに、必要に応じて協働しての研修会等を実施する。

４.提供
市及び基幹相談支援センターや関係機関等から支援が困難な事例を紹介された場合において、当該支援が困難な事例に係る者に相談支援提供を求められた場合、可能な限り相談支援の提供が行えるように努める。

５. 配置
各事業所で常勤専従の相談支援専門員を1名以上配置していて、かつ、一体的に管理運営を行う複数事業所全体で、各加算の人員配置要件を満たしている。
（１）各構成員において常勤専従の相談支援専門員の内訳については別添の名簿を作成する。
（２）前号で作成した名簿について下記のいずれかに該当する場合に名簿を他の構成員及び沖縄市へ提出することとする。
一．協定の更新があった場合
二．名簿に記載されている相談支援専門員の変更があった場合


（協定書に定めのない事項）
第１６条　この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定める。


（管轄裁判所）
第１７条　本協定の紛争については、那覇地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。


　代表者幹事事業所「　　　　　　　　　　　　　」ほか〇名は、上記のとおり本協働体制協定を締結したので、その証として正本△通及び副本△通を作成し、各構成員が記名押印のうえ、正本については構成員が各１通を保有し、副本については変更届出書に添えて指定権者に提出する。

令和　　年　　月　　日

代表者（幹事事業所）
所　在　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　法　人　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　代　表　者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


構成員
所　在　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　法　人　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　代　表　者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


構成員
所　在　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　法　人　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　代　表　者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


構成員
所　在　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　法　人　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　代　表　者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
2

